
（今回の審査請求の概要）

審査請求人 申請年月日 指定疾病の 原処分年月日 審査請求年月日 審査請求の 裁決及び理由 備 考
区分 趣旨

棄却 死亡者は、審査請求人の父
１ 広島市西区在住 平１８．４．７ 肺がん 平１９．６．２９ 平１９．７．２４ 特別遺族弔 亡父の肺がんについ

４５歳の女性 慰金 て、当審査会自らＸ線 昭和１０年広島市安佐南区
及び特別葬 フィルムとＣＴフィル で出生
祭料の支給 ムを検討した結果、原

処分は妥当と認めら 昭和２６年以降、左官に従
れ、他にこれを覆して 事
請求人の主張を裏付け
るに足りる資料もない 死亡年月は平成１６年９月

（享年６８歳）

棄却 審査請求人は昭和５年大阪
２ 石川県白山市在住 平１８．３．３１ 肺がん 平１９．６．２８ 平１９．８．１ 認定 請求人のかかった肺が 市で出生

７８歳の男性 んについては、当審査
会における画像所見や ４０年間一般木造建築大工
肺内石綿小体及び石綿 に従事
繊維の量の検討から
も、石綿起因性が認め
られず、これと同旨の
原処分は妥当である

棄却 死亡者は、審査請求人の母
３ 島根県隠岐郡在住 平１８．１１．１ 中皮腫 平１９．７．２０ 平１９．８．２４ 特別遺族弔 請求人は施行前死亡者

６３歳の女性 慰金及び特 の看病や葬儀等のため 大正１５年生
別葬祭料の に精神的にも経済的に
支給 も尽くされているが、 出生地及び職歴は不明

施行前死亡者とは生活
費を共通にしていない 死亡年月は平成１６年９月
ので、相互訪問や資金 （享年８１歳）
援助、看病、介助、葬
儀の主催と葬儀代の支
払い等の事実をもって
しては、法第２１条第
１項にいう「生計を同
じくしていた」との要
件を満たしているとは
言えない



審査請求人 申請年月日 指定疾病の 原処分年月日 審査請求年月日 審査請求の 裁決及び理由 備 考
区分 趣旨

棄却 死亡者は、審査請求人の夫
４ 大阪府八尾市在住 平１８．３．３１ 中皮腫 平１９．７．２０ 平１９．８．２４ 特別遺族弔 Ｘ線フィルムを含む関

７５歳の女性 慰金及び特 係資料を精査検討して 昭和７年、愛知県東加茂郡
別葬祭料の も、請求人の夫が中皮 で出生
支給 腫に罹患し、これに起

因して死亡したとは認 昭和３５年から平成１２年
められなかった。 までプラスチック原料製造
加療先の病胃のＸ線フ に従事
ィルムが処分された等
の事情には同情を禁じ 死亡年月は、平成１２年９
得ないが、現存する資 月
料をもって判断するほ （享年６８歳）
かない


